
 

 

戸籍手数料に係る減免の取扱に関する要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、千葉市証明等手数料条例施行規則（平成４年千葉

市規則第４３号以下「規則」という。）第４条の規定により、戸籍手

数料減免の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。  

（免除）  

第２条  規則第２条第１２号の市長が特に必要があると認めるものの

うち、戸籍手数料については、別表に掲げるものとする。  

附  則   

この要綱は、平成１２年４月１日から実施する。  

  附  則  

この要綱は、平成２２年３月３１日から実施する。  

  附  則  

この要綱は、平成２６年１月１１日から実施する。  

  附  則  

この要綱は、令和７年１月１７日から実施する。  

 

別  表  

 

１  河川敷地、道路敷地等にするため個人所有の土地を買い上げその登

記嘱託をするに先立ち、市町村長が土地所有者に代位して家督相続

による移転の代位登記嘱託をするために要する戸籍謄抄本又は磁気

ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録するこ

とができる物を含む。以下において同じ。）をもって調製された戸

籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

を請求した場合  

２  日本国有鉄道清算事業団が用地買収登記等に使用するため戸（除）

籍謄抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されてい

る事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付を請求した場合  

３  更正保護会が事業遂行のため被保護者の戸籍謄抄本又は磁気ディス

クをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一

部を証明した書面等の交付を請求した場合  

４  土地改良法第１１８条第５項（現第６項）に基づく戸籍謄抄本又は

磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部

若しくは一部を証明した書面・記載事項証明の交付請求があった場

合  

５  労働基準法第１１１条による「労働者及び労働者になろうとする者」

本人の本籍・氏名・出生年月日に関する戸籍記載事項の証明請求が

あった場合  



 

 

６  土地区画整理法第７４条に基づく戸籍の閲覧・謄抄本又は磁気ディ

スクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは

一部を証明した書面の交付請求があった場合  

７  地方公営企業法に基づく市の企業管理者が宅地造成事業の用地買収

に伴う登記に必要なため戸籍謄抄本又は磁気ディスクをもって調製

された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書

面の交付を請求した場合  

８  日本たばこ産業株式会社が塩専売事業に係る職務遂行に必要な戸

（除）籍謄抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録さ

れている事項の全部若しくは一部を証明した書面等の交付を請求し

た場合  

９  法務省または法務局・地方法務局により承認された、学術研究を目

的とする戸（除）籍謄抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸

籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面・除籍

若しくは届書類の記載事項証明の交付または届書類の閲覧を請求し

た場合  

10 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の

支給等に関する法律による補償金若しくは一時金の申請のため戸籍

謄抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている

事項の全部若しくは一部を証明した書面等の交付を請求した場合  

 

 


